
　本組合は、医療費適正化対策事業の疾病予防対策の一環として、「埼玉県コ
バトン健康マイレージ」事業に参加しております。スマートフォンを利用して、
歩いた歩数に応じてポイントを貯めて、貯まったポイントから抽選で賞品が
もらえる健康事業です。

組合員（任意継続組合員は除く。）および年齢18歳以上の被扶養者とします。参加対象者

参 加 方 法 スマートフォンによるアプリでの参加のみとなります。
アプリをダウンロードして起動するだけで歩数計としてご利用になれ、測定した歩数データはアプリ
内で送信が可能です。
なお、お申込み方法については、埼玉県市町村職員共済組合ホームページをご参照のうえ、コバトン
健康マイレージアプリお申込み方法手順に従いお申込みください。
（共済組合ホームページアドレス　http://www.saitama-ctv-kyosai.net/）

コバトン

楽しく歩いてポイントを貯めよう楽しく歩いてポイントを貯めよう！！
「埼玉県コバトン健康マイレージ」参加者募集中「埼玉県コバトン健康マイレージ」参加者募集中！！

おー！みんなの コ バ トン

☎0570-035810
受付時間 ▶  月～土 9：00～17：00
※ 日・祝日、年末年始はお休み  ※通話料金は発信者の負担となります。

https://kobaton-mileage.jp/WEB・お問い合わせ

〒330-9091 さいたま新都心郵便局 私書箱159号住　所

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

埼玉県コバトン健康マイレージ事務局［参加登録・お問い合わせは］

　下記の契約業者につきましては、令和4年3月31日をもって物資割引契約終了と
なりますのでお知らせいたします。
　なお、契約終了にともない、令和4年4月1日以降、優待カード（「三越現金優待
団体カード」または「伊勢丹購買会カード」）の新規発行はいたしませんので、ご了
承ください。
　また、既に優待カードをお持ちの方の更新手続きにつきましては、各契約店舗
サービスカウンターにて令和7年3月まで承り、有効期限を令和7年3月31日とし
たカードに更新させていただきます。詳細につきましては、下記契約業者連絡先
へ問い合わせください。

契約業者名 契約店舗名

株式会社三越伊勢丹
連絡先：℡03-3352-1111（大代表）

【伊勢丹】浦和店・新宿店・立川店
【三　越】日本橋店・銀座店

● ● 物資割引契約終了のお知らせ 物資割引契約終了のお知らせ ●
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